
笠岡放送株式会社 

ゆめふぉん契約約款 新旧対照表(2023年 8月 11日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2023年 7月 10日版) 変更後(2023年 8月 11日版) 

第 3条（用語の定義） 

本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意

味で使用するものとします。 

用語 用語の意味 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3条（用語の定義） 

本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意

味で使用するものとします。 

用語 用語の意味 

かけ放題 音声通話機能付き SIMカード

において、日本国内間の通話

料が無料となる機能 

※かけ放題は契約者が個人

の場合のみ申込及び利用出

来るものとします。 

※但し、以下の通話先等は除

きます。 

(1) 緊急通報（110、118、119）

及び 3桁番号サービス（104、

115、117、177等） 

(2) 0120、0570、0180、0990

等 0XX0で始まる番号 

(3) 00XY等で始まる番号 

(4) 株式会社ドコモの「他の

電話機から遠隔操作」の発信

番号 

(5) ソフトバンク株式会社

の「転送・留守電・着信お知

らせ機能サービス」に関する

発信番号 

(6) 060、020、又は#で始ま

る電話番号 

(7) 衛星携帯電話 

(8) 留守番電話ダイヤル等

（1416等） 

(9) ク イ ッ ク ナ ン バ ー

（#XXXX） 



 

 

 

 

 

 

 

笠岡放送株式会社 ゆめふぉん料金表 

2 月額基本料等 

(7) 付加機能料金（音声通話機能付き SIMカードの

み） 

項目 料金 

 

 

※留守番電話若しくは割り込み電話着信の利用又

は利用の終了については、契約者は、事前に当社が

定める方法で留守番電話オプション若しくは割り

込み電話着信オプションの利用の申し込み又は利

用の終了の申し込みをする必要があるものとしま

す。当該サービスの利用の申し込み又は利用の終了

の申し込みの回数の上限は、暦月あたりいずれか 1

とするものとします。 

※留守番電話利用料（月額）及び割り込み電話着信

利用料（月額）は、留守番電話オプション及び割り

込み電話着信オプションの利用開始日（当該サービ

スの利用が可能となる日として当社が指定する日

をいいます）から発生するものとします。 

※留守番電話オプション及び割り込み電話着信オ

プションの利用の終了にかかる日（契約者が当該オ

プションの利用の終了を当社に通知した日をもっ

て利用の終了にかかる日とします）の属する月の留

守番電話利用料（月額）及び割り込み電話着信利用

料（月額）の額は、当該日が暦月のいずれかの日で

あるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIMカ

ード利用料の表中において料金の額として定める

金額とするものとします。 

(10) 転送でんわ（転送先電

話番号への発信） 

(11) 他社が料金設定してい

る電話番号 

(12) 当社ウェブサイト上に

掲載する電話番号 

 

笠岡放送株式会社 ゆめふぉん料金表 

2 月額基本料等 

(7) 付加機能料金（音声通話機能付き SIMカードの

み） 

項目 料金 

かけ放題利用料（月額） 1,500円(税込 1,650

円)/1電話番号 

※留守番電話、割り込み電話着信若しくはかけ放題

の利用又は利用の終了については、契約者は、事前

に当社が定める方法で留守番電話オプション若し

くは割り込み電話着信オプションの利用の申し込

み又は利用の終了の申し込みをする必要があるも

のとします。当該サービスの利用の申し込み又は利

用の終了の申し込みの回数の上限は、暦月あたりい

ずれか 1とするものとします。 

※留守番電話利用料（月額）、割り込み電話着信利

用料（月額）及びかけ放題利用料（月額）は、当該

利用開始日（当該付加機能の利用が可能となる日と

して当社が指定する日をいいます）から発生するも

のとします。 

※留守番電話、割り込み電話着信及びかけ放題の利

用の終了にかかる日（契約者が、当該利用の終了を

当社に通知した日をもって利用の終了にかかる日

とします）の属する月の留守番電話利用料（月額）、

割り込み電話着信利用料（月額）及びかけ放題利用

料（月額）の額は、当該日が暦月のいずれかの日で

あるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIMカ

ード利用料の表中において料金の額として定める

金額とするものとします。 


